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（
経
済
産
業
委
員
会
）

商
品
取
引
所
法
及
び
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四

六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
商
品
先
物
取
引
を
め
ぐ
る
内
外
の
環
境
変
化
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
商
品
先
物
市
場
に
お
け
る
透
明
性
及
び

取
引
の
公
正
の
確
保
、
外
国
商
品
市
場
取
引
等
に
お
け
る
委
託
者
等
の
保
護
の
実
現
及
び
商
品
先
物
市
場
の
利
便
性
の
向
上
を

図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
使
い
や
す
い
商
品
先
物
市
場
の
実
現

１

商
品
先
物
取
引
に
つ
い
て
、
国
内
外
、
商
品
取
引
所
内
外
を
問
わ
ず
、
統
一
し
た
規
制
体
系
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
「
商

品
取
引
所
法
」
及
び
「
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
」
を
一
本
化
し
、
商
品
取
引
所
法

の
題
名
を
「
商
品
先
物
取
引
法
」
に
改
め
る
。

２

商
品
取
引
所
の
業
務
範
囲
を
拡
大
し
、
排
出
権
取
引
を
行
う
市
場
開
設
業
務
等
を
加
え
る
と
と
も
に
、
内
外
取
引
所
等

と
の
連
携
、
金
融
商
品
取
引
所
と
の
相
互
乗
り
入
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
、
商
品
取
引
所
の
議
決
権
の
保
有
規
制
を
緩
和

す
る
。
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３

商
品
取
引
所
に
お
け
る
商
品
先
物
取
引
に
必
要
な
証
拠
金
の
預
託
に
つ
い
て
、
銀
行
保
証
に
よ
る
代
用
を
認
め
る
。

二
、
透
明
性
の
高
い
商
品
先
物
市
場
の
実
現

１

商
品
取
引
所
外
の
取
引
を
利
用
し
た
相
場
操
縦
行
為
を
禁
止
し
、
違
反
行
為
を
刑
事
罰
の
対
象
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
商
品
市
場
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
し
か
つ
公
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
商

品
取
引
所
等
に
対
し
て
、
取
引
証
拠
金
の
引
上
げ
等
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

商
品
取
引
所
に
お
け
る
大
口
取
引
情
報
の
営
業
日
毎
の
提
出
等
、
商
品
取
引
所
か
ら
主
務
大
臣
へ
の
報
告
事
項
を
拡
充

す
る
。

４

海
外
当
局
と
の
情
報
交
換
手
続
を
整
備
す
る
。

三
、
ト
ラ
ブ
ル
の
な
い
商
品
先
物
市
場
の
実
現

１

現
行
の
商
品
取
引
受
託
業
務
に
加
え
、
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
外
国
商
品
市
場
取
引
の
受
託
行
為
等
を
含
む

も
の
と
し
て
「
商
品
先
物
取
引
業
」
を
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
取
引
所
外
取
引
及
び
海
外
先
物
取
引
に
つ
い
て

も
許
可
制
の
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
規
模
業
者
の
み
を
顧
客
と
し
て
商
品
取
引
所
外
取
引
を
行
う
業
者
に
つ
い
て
は
、

届
出
制
と
す
る
。
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２

商
品
先
物
市
場
取
引
に
係
る
専
門
的
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者
等
（
プ
ロ
）
と
そ
れ
以
外
の
一
般
顧
客
（
ア
マ
）
を
区

分
し
、
商
品
先
物
取
引
業
者
の
行
為
規
制
の
程
度
に
強
弱
を
設
け
る
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
・
ア
マ
規
制
」
を
導
入
す
る
。

３

商
品
取
引
所
外
取
引
に
つ
い
て
、
顧
客
か
ら
要
請
さ
れ
な
い
勧
誘
行
為
を
禁
止
す
る
。

４

商
品
先
物
取
引
業
者
が
一
般
委
託
者
か
ら
預
託
を
受
け
た
預
り
金
を
保
全
す
る
た
め
、
委
託
者
保
護
基
金
制
度
の
機
能

を
強
化
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。


